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   １ 船舶事故             計 30 件 

 

   ２ 船舶インシデント         計  5 件 
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平成２３年８月２６日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 



※下線付き番号はインシデント 

船舶事故等調査報告書（軽微）一覧 

 

（函館事務所） 

１ 漁船第二十一長運丸運航不能（燃

料油供給停止） 

２ 貨物船 KEN GOH 漁船第六十八豊松

丸衝突 

３ 漁船第五大宝丸運航阻害 

４ 貨物船 GAO XIN 6 衝突（岸壁） 

 

（仙台事務所） 

５ 油送船旭東丸漁船欣栄丸衝突 

６ 油送船栄山丸漁船福寿丸衝突 

７ 漁船丸石丸漁船第二開運丸衝突 

８ 漁船第二十八招福丸運航不能（主 

機逆転減速機損傷） 

 

（横浜事務所） 

９ 水上オートバイレバルチェ操縦者 

負傷  

10 水上オートバイ中京神農会被引浮 

体搭乗者負傷 

11 漁船第六わかば丸運航不能（機関 

損傷）  

12 液体化学薬品ばら積船菱日丸火災 

13 液化ガスばら積船太平丸運航不能 

（機関損傷） 

14 漁船第二天洋丸火災 

15 モーターボート日々喜海苔養殖施

設損傷 

16 貨物船 JASMINE ACE 衝突（岸壁） 

 

（神戸事務所） 

17 貨物船鐵翔丸衝突（岸壁） 

 

18 ヨット PulchraⅢ乗揚 

 

（広島事務所） 

19 モーターボートみゆきⅡ乗揚 

20 引船俊英丸はしけ常水１号乗揚 

21 ヨット悠乗揚 

22 貨物船第七十八親力丸乗揚 

23 油送船伸陽丸漁船長裕丸漁具損傷 

  

（門司事務所） 

24 貨物船吉福善丸乗揚 

25 貨物船第八幸徳丸衝突（灯浮標） 

26 貨物船第十五住吉丸乗揚 

27 漁船更進丸衝突（消波ブロック） 

28 貨物船第八神力丸乗揚 

29 砂利採取運搬船第二恵祥丸乗揚 

30 モーターボート太平丸乗揚 

 

（長崎事務所） 

31 モーターボート第３郁実丸乗揚 

32 貨物船第一オーナミ衝突（岸壁） 

 

（那覇事務所） 

33 漁船和福丸乗揚 

34 漁船きく丸乗揚 

35 漁船第八海生丸乗揚 



 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年７月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第５１号 

事故等種類 海苔養殖施設損傷 

発生日時 平成２３年１月２３日（日） １６時２５分ごろ 

発生場所 千葉県富津市富津岬沖 

 富津市富津沖灯浮標から真方位２５６°１.６海里付近 

（概位 北緯３５°１９.４′ 東経１３９°４６.４′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート 日々喜
ひ び き

、７.３トン 

２９５－４０２６７千葉、有限会社太田重機 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 推進器損傷 

海苔養殖施設 海苔網３８枚損傷 

 事故等の経過 本船は、船長が友人２人を乗せ、千葉県木更津市木更津港に帰港するた

め、富津岬北西方沖を速力約２０ノットで自動操舵により東北東進中、平

成２３年１月２３日１６時２５分ごろ、海苔網が設置されていないと思

い、海苔養殖施設に進入し、推進器翼が同施設の網に絡まって航行不能と

なった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１３１cm 

その他の事項 船長は、本事故発生場所付近を何度も航行した経験があったので、海苔

養殖施設が設置されていることを知っていたが、本事故当日の朝、同施設

内を通過する船舶を目撃し、海苔網が設置されていないものと思った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、富津岬北西方沖を航行中、船長が海苔

網が設置されていないものと思い込んで海苔養殖

施設に進入したことから、推進器翼が絡網し、海

苔網を損傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、富津岬北西方沖を航行中、船長が海苔網が設置され

ていないものと思い込んで海苔養殖施設に進入したため、推進器翼が絡網

したことにより発生したものと考えられる。 
 


